
 
 

社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会 
第３回昇降機等安全審査ＷＧ 

 
 
 
（事務局） それでは、定刻になりましたので、第３回昇降機等安全審査ワーキンググル

ープを開催させていただきたいと思います。 
 委員の皆様にはお忙しい中御出席いただきましてありがとうございます。まずはお手元

の資料の確認をさせていただければと思います。お手元、表紙を１枚めくっていただきま

して、配布資料一覧を御確認いただければと思います。資料１－１「ＷＧ委員名簿」。資料

２「第２回ＷＧ議事概要」。資料３－１「大臣認定の対象とすべき安全装置」。資料３－２

「安全装置の分類の基本的コンセプトについて」。資料３－３「安全装置の分類と審査方法

について（案・まとめ）」。資料４－１「制御プログラムの第三者チェックの枠組みについ

て」。資料４－２「制御プログラムの詳細な審査が必要なものの考え方」。資料５「安全装

置の審査に係る制度の組み立てについて」。以下、参考資料という形になってございます。 
 お配りした資料は以上ですが、特にこのお手元の資料一覧に掲げる資料のうち、【回収】

という形で記載しているものについては、具体の安全装置の図面等を供した企業内情報と

か個別案件に係る資料を含んだ、非公表とすべき資料となっておりまして、後ほど回収さ

せていただければと思います。これらの資料は、また、傍聴の方にはお配りをしておらず、

委員の先生方のみお配りしているということで御確認いただければと思います。欠落等が

ございましたら事務局までお伝えいただければと思いますが。よろしいでしょうか。 
 そうしましたら議事の本論に先立ちまして、１件、事務局から、本ワーキンググループ

委員の委員の追加について御説明申し上げたいと思います。お手元の資料１－１を御覧い

ただければと思います。独立行政法人建築研究所の○○さんにおかれましては、従前より

御議論には御参加いただいていたところでございますけれども、今回改めて本ワーキング

グループに委員として正式に御参加いただくことになりました。実質的にワーキングの議

論の大勢が変わるわけではございませんけれども、引き続きどうぞよろしくお願いしたい

と思います。 
 また、メーカー側の御意見も伺うべきという話を、前回、前々回といただいております

ので、この議論を踏まえまして、前回に引き続きまして一般社団法人日本エレベーター協

会御担当の方にも、ヒアリング対象としてお越しいただいております。こちらも引き続き

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 
 加えまして前回の議事録、議事概要については、また、これまでと同じように委員の皆

様方に、また別途御確認いただいた上で、修正したものをホームページにて公表する予定
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です。このうち、前回の議事概要については、資料２という形でお手元にお配りしており

ますので、本日の議論の参考としていただければ幸いです。 
 それでは早速ではございますけれども、議事に入らせていただきたいと思います。報道

関係者の皆様におかれましては、カメラ撮りは以下御遠慮いただければと思いますので、

よろしくお願いします。議事進行につきましては、主査、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
（主査） はい、どうもありがとうございます。おはようございます。今日も午前中とい

うことで限られた時間でございますので、スムーズな議事進行に御協力いただければと思

います。今、第２回の議事録のお話がありましたけれども、９月１７日でしたか、引き続

きまして、本日第３回目ということでございます。それでは一番表紙の議事次第に従いま

して進行していきたいと思います。 
 まず、委員の追加は終わってますから、本日の議事についてですね。まず事務局のほう

から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
（事務局） はい。お手元、一番最初の資料に戻っていただきまして議事次第というのを

見ながら御説明申し上げればと思います。本日の議事については主に２点。「安全装置等の

分類と審査の方法について」それから「安全装置等の審査に係る制度の組み立てについて」

を考えてございます。 
 まず「安全装置等の分類と審査の方法について」ですけれども、前回ワーキンググルー

プの際に、安全装置の審査の在り方については優先順位を設けて検討していく必要がある

ということ。その上で、優先して検討すべき安全装置の考え方であるとか、あるいはその

分類について、いろいろ御議論させていただきまして、その見取り図というものを資料３

－１のとおりということで、これは前回整理をさせていただいたところかと思います。 
 その上で、具体の安全装置を見ながら装置の分類をしていきましょうとしたわけですけ

れども、ここで委員の皆様から、もう少し網羅的に、かつ、きちっと議論しなければいけ

ませんねというご意見などをいただきまして、今回、再度議論の時間を設けさせていただ

ければと考えてございます。 
 それから装置の考え方、分類につきましては、この日本建築設備・昇降機センターの○

○委員にもお力添えをいただきまして、参考資料１のとおり、まず技術的な観点からいろ

いろと整理のほうをしていただきました。これをもとに、装置の重要性なども踏まえつつ、

一部調整した上で、最終的に制度に落とし込んだ際にどう整理をするかという叩き台を事

務局のほうで、資料３－２、それから資料３－３という形で整理してございます。 
 この分類の観点から議論をしたときに、特に、いわゆるプログラムを用いて、そのエレ

ベーターの駆動とか制動とか、こういった制御を行うような安全装置につきましては、ど

こまで審査をするべきかという議論。これも前回ワーキンググループで特出しで議論すべ

き点として論点提示させていただきましたけれども、時間の関係で余り議論できなかった

ということもありまして、今回新たに、もう一度論点として提示をさせていただければと
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考えています。これが資料４関係の内容ということでございます。 
 また、２つ目の議題として、「安全装置等の審査に係る制度の組み立てについて」という

ことでございますけれども、これは資料５という形でセットしております。国土交通大臣

認定の他に、主事等が審査すべき事項についても審査の明確化・合理化をするために、複

合的な制度を考えていく必要があると、そのための方針というのを整理してございます。

この方法論というのは、どちらかというと行政部局として、事務局で検討すべき事項かな

というところかとは思ってございますけれども、もし気付かれた課題等ございましたら、

この機会に御意見ちょうだいできればというふうに考えてございます。 
 以上、今回は資料３、資料４の内容をベースとしまして、安全装置の分類と審査の方法

についてというところが議論のメインテーマになるかと思っており、ここに議論をほぼ全

部割いていただく形でいただきまして、おおよその方向性をまとめるというところまでぜ

ひ御議論いただければなというふうに考えております。資料５の部分につきまして、２つ

目の議題でございますけど、こちらはどちらかというと報告ベースでございますので、最

後に少しお時間をいただける形で進めていただけるというふうに考えてございます。 
（主査） はい、ありがとうございました。今、資料につきまして事務局のほうから御説

明ございましたけれども、まず、この資料の内容、それから本日の進め方についての御質

問・御意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 
 それでは早速、先ほどお話がございましたけれども、昇降機センターの○○委員のほう

で資料を作っていただいたということでございますので、その内容と考え方について、御

説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。 
（委員） お手元の参考資料１でございますが、これで説明をさせていただきます。この

資料は、第２回のこのワーキングの議事を踏まえて、当財団でもこの辺りのことについて

少し検討しようということで、財団で検討をまとめたものでございます。それで、内容的

には、先ほどの資料３－２にありますように、安全装置の区分をいたしまして、その区分

にどう当てはまるか、具体的な安全装置がどう当てはまるか、それをどういうふうに審査

するのかということをまとめたものでございます。お手元の資料の一番左側の「区分」と

ございまして、ここにＡ１、ＡとかＢとかＣ、これは資料３－２と同じように、Ａが大臣

認定というものですね。それからＢが、ここでは告示制定となってございますが、我々と

しては、建築確認と完了検査以外でも、どこか評価が必要だと。大臣認定か、あるいは第

三者の評価が必要な分類のものをＢと。それからＣは、従来と同じように建築確認と、そ

れから完了検査で行うような安全装置。そんなような区分で、いろんな具体的な装置をま

とめさせていただきました。 
 それで、上の表の右側は、安全確認方法が３つありまして、「性能・機能の確認」という

のは具体的にどこでどう性能を確認するのかということですね。それから、それが終わっ

た後は建築確認という業務と完了検査は、こういう方法でやるということをまとめさせて

いただきまして、備考欄は、資料の後ろのほうに、こう考えたという考え方を書かせてい

3 
 



ただいています。今回その辺りは触れませんけれども、とりあえず１ページ目と２ページ

目の表の概念といいますか、考え方の主なところを説明をさせていただきます。 
 まず最初にＡが３つございまして、Ａ１というのは建築分野と異なる分野の技術で、専

門家による高度な検証が必要なものということでございます。具体的には、具体的な装置

の例とございますが、「かごの位置や速度の検知をマイコン演算で行なう」従来の調速機の

スイッチやリミットスイッチは機械的なスイッチで検知していたのですが、これを全部マ

イコン演算、ロータリーエンコーダの距離演算機能により、こういったスイッチを電子化

するものです。それからその２段目の黄色くなっているところは、従来から使っている過

速スイッチ、あるいはファイナルリミットスイッチは、安全上非常に重要なスイッチです

が、直接その接点で動力を切るのではなくて、一度マイクロコンピューターを通して、マ

イクロコンピューターからの出力で動力あるいはブレーキを切るというものがあるそうで

す。これについては先ほどのＡ１と同じように、電子装置の信頼性も含めて専門家の知見

が必要と考えてＡ１にさせていただいて、これは性能評価を経て大臣認定を行い、その認

定書に基づいて建築確認と完了検査を行うということです。 
 Ａ１の下のほうにある「特殊な構造」というのは、これは特殊な緩衝器等が出てきた場

合には、Ａ１の分類でやっていただこうかなということでございます。 
 それからＡ２は、複数の安全装置の組み合わせで機能して、専門家による定量的な評価

を要するということで、今、具体的な例としては戸開走行保護装置があります。ここに終

端階強制減速装置と書いてございますけれども、これは、装置が作動した後、エレベータ

ーがどれだけの距離で動くとか、あるいはロープが滑るとか、そういったことの専門的な

定量的な評価が必要ですので、これも性能評価を経て大臣認定かなということでございま

す。 
 それからＡ３につきましては、後ろのほうでＣ２でも述べていますが、故障時にバック

アップ安全装置がなく、不作動時に危険な事象が予想される安全装置ということで、当財

団でも、過荷重検知装置は性能評を経て大臣認定ではないかという議論がありまして、掲

載させていただいているところです。これは、かごの中の荷重を検知して警報とドアを閉

めないということを行う装置でございますけれども、定員を超えて異常に乗り込むと、ブ

レーキ能力を超え、かごが降下する場合があります。これは戸開走行保護装置でもバック

アップできませんので、これは重大ですねということで、ここに挙げさせていただいてい

ます。これについての性能評価は、安全スイッチを制御回路に取り込んで制御しますので、

回路の評価が必要ではないかということで、とりあえずＡ３に載せさせていただきました。

そういう趣旨で、非常に重要であるということで、とりあえずここに載せさせていただい

ています。 
 それから一番下のＢ１。これは告示制定ですが、当財団では、何らかの第三者的な評価

が必要かなと考えている装置でございまして、画一的な評価が可能な機械式安全装置とい

うものです。従来からございます調速機、非常止め、油入緩衝器については、装置のもと
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の性能がどうなっているかということの定量的な評価をするということで、その後確認あ

るいは完了検査を、その評価に基づいて行っていただくという装置でございます。 
 次の２ページの表でございますが、Ｂ２あるいはＣと書いてございますけれど、概念的

には、エレベーターの従来からあるリミットスイッチ、ドアスイッチや停止スイッチとい

うものでございますが、これらは実地で動作確認ができ、スイッチが働いたならばエレベ

ーターが止まるとか、あるいはドアが閉まってなければ動かないとか、そういう確認がで

きるものでございます。 
これらには、下の行にありますが、その制御回路がマイコン式のものと、Ｃ１にありま

す電磁リレー式のものがあります。電磁リレー式は、従来から、２０～３０年前までは、

エレベーターの制御をしていたものでございますけれども、ここでの議論は、その制御が

マイコン式のものについては、マイコンのインターフェースとかプログラムとか、その辺

りの評価が重要ではないかということで、制御回路の評価に専門性を要するということで、

Ｂ２の部類に入るかどうかということを後で議論してもらうということで挙げさせていた

だいています。 
 あるいはまた、Ｃということで評価もそこに載せて、「又は」と書いてある２行目ですね。

これは従来どおり、Ｃ１と同じように、現地での実地での確認でもよろしいのではないか

ということです。 
Ｃ１は、従来から建築確認と完了検査で行っておりますので、電磁リレー式の制御回路

のものはこの分類でいいのではないかということです。 
 それからもう１つだけ、Ｃ２にセンシング型安全装置ということで、地震時管制運転装

置と、それから過荷重検知装置がもう一度載ってございますけれども、過荷重検知装置は、

先ほど重要だということでございましたけれども、過荷重の検知部分、これは防振ゴムの

たわみ等々で捉えて検出していますが、検出値の正確性というのが少し欠ける面があって、

検出された値を本当に信用していいのかどうかという問題があります。それから、過荷重

で警報を出したとしても、実際に乗り込んでしまった場合には、これは防げないですね。

これをバックアップするものは何もないので、そういった人間の誤りによって多く乗った

場合には、警報だけでは防げないということでして、これで大臣認定したとしても、そう

いった動作は防げないので、そういうことがあるのであれば、従来の確認の仕方でもよろ

しいのではないかということです。ここでもう一度挙げさせていただいていますが、これ

は再度議論いただくということでございます。 
 それからＣ３からＣ５までは、従来からある安全装置のもので、これはそこに書いてあ

るように、性能・昨日の建築確認と完了検査で行ってはどうかという提案でございます。

内容的には以上でございます。細かな考え方は下のほうに書いてございますけれども、必

要に応じてお読みいただければよろしいかなと思ってございます。以上でございます。 
（主査） はい、ありがとうございました。非常によく、要領よく、分かりやすくおまと

めいただいたんですけれども、これをベースにしまして、事務局側のほうでまとめられた
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資料というのもございますので、そこまで説明いただいて、まとめて議論すればいいかな

と思います。よろしくお願いします。 
（事務局） はい、事務局側のほうから資料３－２、３－３について、○○委員から御説

明いただきました考え方を基本的にはベースに、審査の方法の分類というのを叩き台とし

てまとめておりますので、こちらの資料の御説明を申し上げればと思ってございます。以

下、ちょっと説明が長くなりますが、御了承ください。 
 まず資料３－２を御覧いただければと思いますけれども、これは資料３－１で整理した

見取り図というのを改めて整理しておりますので、復習になりますけれども御確認いただ

ければと思います。 
 まず審査の枠組みの検討にあたっては優先順位を付けて実施する必要があるということ

で、コンセプト図として、ここにあるような図で整理をさせていただきました。１段階目

としましては、重大事故を防ぐための最終的な安全装置等。それを優先的に検討するとい

うふうにした上で、第２段階で、高度な検証が必要とされるものは、そのうち、国土交通

大臣認定の枠組みというものを整理して、画一的な審査が可能だというようなものについ

ては、審査の枠組みの内容というのをもう少し検討していくという整理にしています。 
 この考え方をベースに、国土交通大臣認定の対象として検討すべき装置というのをＡと

して分類。それから告示対象として検討していくべき装置というのをＢとして分類。当面

は現行のまま運用していくというようなものをＣという形で整理をしていったということ

でございます。 
 まず重大事故を防ぐための最終的な安全装置で、かつ高度な検証を必要とするものして

認定が必要です、というふうに整理をすべきもの、これはＡとして分類しておりますけれ

ども、主に２つの切り口から分類のほうをさせていただきました。 
 １つ目は、建築分野と異なる分野の技術で専門家による高度な検証が必要なものという

ことで、これは主に状態の検知とか、あるいは駆動・制御装置の起動というのをマイコン

演算で行うような安全装置。それから特殊な構造の緩衝器というのがこれに当たるのでは

ないかということで例示をさせていただいております。 
 ２つ目は、複数の安全装置の組み合わせにより機能し、かつ、専門家による定量的な評

価を要する安全システムということで、これは単に要件に適合するか否かをチェックする

というだけではなくて、複数の装置の作動要件というのを複合的に見つつ、個別の事案と

して最悪条件というものがどういったものになるかということを整理した上で、定量的な

試験結果をチェックするという必要があるということで、非常に高度な検証が必要である

という整理をした上で、国土交通大臣認定の対象とすべきというような考え方で、とりあ

えず整理をしてございます。 
 ここに該当するのは、戸開走行保護装置であるとか、あるいは１ともこれは重複するか

なと思ったんですけれども、終端階強制減速装置などもこれに該当するような装置かなと

いうふうに思ってございます。 

6 
 



 次に、重大事故を防ぐための最終的な安全装置であるけれども、比較的画一的な審査が

可能であるというもの。これ等については、告示等を明確化することによって対応すると

いうことで、Ｂという形で分類しており、同じく２つの切り口から更なる分類をしている

と。 
 １つは機械的装置で、かつ従来から一般的な機構であることから、本来審査すべき事項

というのをもう少し詳しく整理をすれば、主事等でも機能を判断する枠組みということを

作るのが可能ではないかというような装置でございます。ただし、これらの装置について

は、非常時の動作を確認するというものでして、現場での動作チェックというのがなかな

か難しいということもありまして、事前に試験などを実施して、その結果を確認してくだ

さいということになるだろうと。審査の合理化の観点からは、後ほど資料５のほうでも御

説明をいたしますけれども、事前審査の対象というのをうまく整理して手続きの合理化を

図っていくというのも併せてやるべきこととして望ましいのではないかと考えてございま

す。 
 もう１つは、これは議論があるかと思っていて、Ｐという形にしてございますけれども、

単純なスイッチ系統で装置の起動を行うもので、これは、動作の確認までということだけ

であれば、実地の検査、チェックというのもある程度可能なのかなと。ただし、これらの

スイッチ系統の装置については、そこの右の一番下に書いてございますけれども、プログ

ラム制御と申しますか、一旦マイコンを通した上で制御を行っているというような装置も

実際にあるということで、これについてはプログラムの内容を評価せよという話になりま

すと、なかなかそれをチェックするというのは難しいと。これは後ほど資料４－２でもう

一度御確認いただこうと思っておりますけれども、そういうような実務上の課題があると。

要はその潜在的なリスクとか、あるいは部材の耐久性とか、スイッチの信頼性の評価とい

うことまで求めていくということになりますと、これは恐らく主事等で審査していくとい

うことは不可能になりますので、認定が必要というような議論というのもあるのかなと思

っておりまして、ここでＰという形で取り扱いのほう、させていただいているということ

でございます。 
 更に、Ｃに分類されるものですけれども、優先順位の観点から、当面は現行のまま運用

するということで２点掲げています。１つは重大事故に関する装置というふうに言えるん

ですけれども、バックアップ装置が設けられていて、そちらで、それが機能するというこ

とをしっかり担保すればいいのではないかというようなもの。 
 もう１つは、安全装置ではあるんですけれども、重大事故を防止するための安全装置と

まではなかなか言えないのかなというもので、優先順位がちょっと下がるようなものとい

うことで、これはＣという形で分類をしています。この分類についても、少し議論がある

かなというふうに思っておりまして、先ほども○○委員から御説明いただいたように、例

えば過荷重検知装置。これが事前の検討では議論の対象となっておりまして、この辺りの

過程は参考資料６とか７とかで整理をしておるんですけれども、要は過度の過荷重状態に
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ならないということについては、ブレーキの作動とか、あるいは部材の強度など、その安

全確保の前提というふうになっている部分もあって、過荷重検知装置は、本来重大事故を

防ぐ装置ではないかというような意見もあると。ただし、あくまでこれは警告を発するよ

うな装置であって、本当に重大事故を防ぐための最終的な安全装置としてというところま

で、その機能を持たせているわけでもないので、この辺り、どういうふうに取り扱うかと

いうことは議論はあるのかなと思っており、これもＰという形で示させていただいており

ます。 
 これらをベースに、各装置について、それぞれどのように考えていくかというような整

理した表というのを資料３－３という形でまとめてございます。 
 以上安全装置の審査の枠組みの分類について、こちらのほうで最後叩き台というのを提

示させていただきますが、本日はこれについて幅広に御意見をいただければと思っていま

す。また議論の中で、プログラムの審査の内容について詳しく議論が及ぶようであれば、

その際、事前に資料４－１、４－２の内容についても説明させていただければと思ってお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 
（主査） はい、御説明ありがとうございました。それでは、この安全装置の分類と、い

わゆる重要度に応じた審査の方法につきまして、今日はいろいろ委員の方から御意見ある

いは御質問等を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ○○委員。 
（委員） 概ね考え方としては理解しました。大きな異論はないですけれども、質問した

い点が２つほどございます。 
１つが、先ほど議論になった過荷重の検知装置になりますけれども、床合わせ補正等は、

最新のものですと、ある時間でキャリブレーションはとっているかと思うのですが、過荷

重の検知に関しては、例えば経年変化の中で、基本こういうものはデッドロードキャリブ

レーションというのが基本原則になっているのですが、いろいろな過荷重が載ったり、例

えば衝撃荷重が時々かかったりというような条件の中で、そういうデッドロードキャリブ

レーションというか、完全な補正をかけるというようなことは、保守点検の中で、どこま

でやられているのかというのが１点です。 
 あとは緩衝器ですけれども、これは私もこのＡの分類に入れるというのが正しいなと思

っているのは、特殊な構造の緩衝器や何かで、粘性ゴムとかアルミニウム缶で作られたワ

ンタイムというのが実際にあるということを、すみません、私、今日初めて知ったのです

が、この辺りのところは、実は私、自動車の衝突安全のほうも研究テーマとしてやらせて

いただいて、再現性という点で、かなり不確定なものが存在しているということがござい

ます。ですから、このような緩衝器に関しては、衝突安全の、要するに衝撃吸収エネルギ

ーに対して、ある程度の数値を保証するような考え方というのは、どのようにして確認さ

れているのかなというのが、２点だけ、質問でございます。 
（主査） はい、ありがとうございました。○○委員、これだけよろしいですか。 
（委員） では私のほうから。１点目の過荷重について、キャリブレーション、校正が定
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期検査等々で行われているかどうかということですが、通常のものは、防振ゴムのたわみ

をスイッチで検出するということで、これについては、防振ゴムの経年的なたわみ等々が

あるので、どちらかと言うと、過荷重になる前に効く方向ですね。たわんでしまうと早め

に検出するということがあって、そのときに、過荷重でないのにエレベーターが動かない

ということになり、そういうクレーム等々があると、そのときに直すということはありま

すけれども、通常の定期検査で１１０％の荷重を載せるということは、そのためのウェー

トを持っていくのが非常に大変なので、そこまでは通常やってないということです。それ

ほど精度のいい校正がされているとは言い難いかなと思います。 
（委員） でも今の御説明で、要するに、ある程度目視で予見保全ができるような仕組み

は、既に用意されているという理解でよろしいですか。今のゴムのたわみとかという話で

すが。 
（委員） 定期検査ではスイッチを手で押すぐらいです。スイッチと防振ゴムがたわんだ

あと接触するかご枠とのギャップがどのぐらいあるかという検査はできるとは思うのです

が、確実に１１０パーセントのロードを載せて、そのロードでスイッチが動作するという

検査はできないということです。 
（委員） はい。別に数値を厳格にというところではなくてもいいんです。何しろ安全サ

イドの確認ができれば、それはそれでいいと思っています。 
（委員） それは寸法確認で、ロードを載せなくてもできるかなと思っています。 
（委員） だからその辺りのところ、現場での保守点検をやられる方で、やり切れないと

いうのか、確認でも見れないというのか、その辺りをある程度現場のノウハウを含めて理

解しておいたほうがいいかなと思って質問させていただきました。 
（委員） それからもう１点の緩衝器の特殊なものでございますが、アルミニウム缶とい

うのは、私、日立出身ですけれども、日立にいた頃、こういうものを試作して落下試験に

より潰したりして、これを性能評価に出そうかなというところまでいったのですが、なか

なかこういうものが認められそうもないので、とりあえずポシャっていますが、結構何個

かですが安定したデータではあったと記憶しています。 
（委員） すいません、具体的にお聞きしてはいけないのかもしれないですけれども、例

えばこういうものを安定的に、恐らくアルミ管ですから、塑性変形させて、いわゆる座屈

のモードをコントロールするという、その座屈の確定的なモードが出るように促すために、

少しスリット入れてみたり、イニシエーターといって、最初に潰れる部分の形、あるいは

キャップみたいなものを工夫したり、そういうことを十分やられた上でという理解でよろ

しいですか。 
（委員） そうです、はい。 
（委員） はい、了解しました 
（委員） あと、粘性ゴムのほうは、これは実際に具体的に適用された例が海外であるよ

うです。 
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（委員） はい、ありがとうございます 
（主査） どうぞ、○○委員。 
（委員） 資料３－２のＡとＢの関係なんですが、Ｂの①のところには、「機械式で、かつ、

機構が一般化された安全装置」という整理をなさっているわけですけれども、これを正直

に文字だけで読むと、機械式で、かつ、機構が一般的でない安全装置はどこで読むのかな

と思って、１ページ目に戻ってみると、最終的な安全装置等で①に入ってくるものという

ものを見ると、特殊な構造の緩衝器と、マイコン演算を行うものしか入ってなくて、特殊

な構造の機械というのは、ちょっと読むところがないように思いますので、これは追加し

たほうがいいんではないかと思います。 
（主査） それはよろしいですよね。そうですね、読めない。○○委員。 
（委員） 先ほどの、まず過荷重の検出装置の話ですが、○○委員が整理されているとき

は、中国等々の事故でガッと乗り込んでしまって、本当に落下を始めてしまって、やっぱ

り止まってそのままという事故が何件かやっぱりありまして、余り議事録にとるようなこ

とかどうか知らないけど、やっぱり国民性とかそういうのにも絡んでくるので、恐らく日

本で重大な事故にはならないと個人的には思うので、私は国交省さんから提出された判断

でいいと思うのですが、恐らくそこを考えられてのことだろうなと理解をしております。 
 もう１つ、やはり問題になってくるのは、プログラムに関してどこまで今回保証するか

というところが問題になってきて、チェックはできるけど中身まで見られないという状態

がこれで起こると思うので、それを今回の方針として、どちらに分類する形でいくのかと

いうことによって大きく変わってくるという印象を、まだ印象なんですけども受けている

ので、４の１、２を説明いただいたほうが私はいいのかなと思っています。 
（主査） なるほど。どうしましょう。進行上、まずはこのメインをやって、プログラム

のほうは、また議論があるので分けていきましょうか。ちゃんと覚えといてくださいね。 
（委員） 分けてもかまわないです。ややこしいのはそちら側だと思います。 
（主査） はい。分かりました。はい、どうぞ○○委員。 
（委員） 資料３－１、３－２で、非常にパクッと、マイコン演算とかマイコン化という

のが書いてあるのですが、これにも随分いろんなレベルがあると思います。非常に単純な

ハードウェアロジックのようなものから、単純なシーケンサー、それから本当に高級言語

で書いてあるようなプログラムまであるとして、最も単純なカテゴリーのものまで含める

と、スイッチそのものが、そんなものを当たり前に持っていたりして、全部そうじゃない

の？という話になりかねませんから、この部分に関しては、どの程度のものを言っている

のかというのをもう少しはっきりとさせておいたほうがいいのではないかと思います。 
（主査） なるほど。だいぶ、プログラムのほうへ来てますけど、他にございますか。 
（委員） よろしいですか。ちょうど今の先生の御指摘なんですけど、例えば資料３－２

の中で、他のところにも「マイコン演算」という言葉が随所に出てくると思うのですが、

例えば、欧州なんかだと、参考資料１の一番最後に（１）から（８）まであるのですが、
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その中の（５）で、通常プログラム可能な電子制御システムがあって、実はそのプログラ

ム可能な電子制御システムは、参考資料４の中で英語で書いてあるんだけど、ＰＥｓです

よね。ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｅｌｅｃｔｒｉｃｓ。なので、それと、ここでいうマ

イコン演算が、果たして同じものなのか、どう違うのかということを明確にしないと審査

の段階で、どんな議論が出てくるかなというふうに思います。 
 それと、前の中で、定量的評価という話が出ているのですが、これは何か、機能安全的

な評価を考えていらっしゃるのか、あるいは、またそれ以外の何か他のものなのかという

のは、定量的評価の持つ意味も、何をもって定量的評価とするかで少し違ってくる。その

辺りの議論が必要なのかと思います。 
 あと、資料３－２のもう１枚前に戻ったところですけれど、全体のフローの意味はよく

分かるのですが、ここには最終的な安全装置という言葉が出てくると思うのですが、最終

的というのは、多分Ｆｉｎａｌという言葉で和訳をされたと思うのですけれど、そのＦｉ

ｎａｌを最終的というふうに訳していいかどうかというのは、若干議論があるかなと思っ

たのと、あと、バックアップという言葉が、ここで、下の４行目にあるのですけれども、

これは、要するに安全装置の階層化された制御システムの安全関連部分の構成なので、安

全工学的には義務性のバックアップ装置ではなくて、やはりこれも安全装置で、階層で安

全を守るというところの階層化された一番下層の安全装置なので、バックアップというこ

とは、実はないんですね。その辺りは、マイコン演算ということをどう考えるかという概

念整理のところに少し絡んでくると思いますので、用語の話を含めて議論が必要なのかと。

すみません、細かい話で申し訳ないのですが。 
（主査） 分かりました。○○委員。 
（委員） 考え方そのものではなくて、資料３－２とか３－１の全体的な概念を表現する

ときの少し考え方として、これは、審査を考えているので、このフローでよいと思うので

すが、安全性に関する責任は、まず一義的に製造者が持っておるということは、分かるよ

うに書いたほうがいいと思います。ですから例えば、現在、Ｃにカテゴライズされている

ものも、当然のことながら、製造者は安全を何らかの形で確認しているはずであるという

ふうに考えるべきではないですかね。その辺りは、行政によるチェックは結局はやらない、

ないしは目視で終わっているかもしれないけれども、その部分に関しては、製造者が責任

を負っていると。 
 結局、多分、安全ということを考えたときに、漏れのない形がまずあって、その漏れの

ない形のうち、どの部分を行政が押さえているのかということがここに書かれていて、当

然行政が押さえていない部分はメーカーの方が見てないとおかしいですよね。 
（主査） はい、どうぞ○○委員。 
（委員） ただ今の○○委員の発言に関連してですが、資料３－２の、一番後、４ページ

にございます、告示で分類されている部分ですが、例えば②の地震時管制運転装置は、感

知部分、感知した信号を制御するプログラムがありますが、これを現行告示で規定してい
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くということであれば、その機能は○○委員のおっしゃるように、メーカーが全責任を負

うことと考えます。行政とすれば、確認申請の際に法令に規定する装置が付いているかど

うかを確認するという認識でございますけど、これからもそういう認識でいいのかという

話がございます。床合わせ補正装置についても、装置が付いているということを確認申請

の審査の際に確認することと、完了検査時では、プラスマイナス７５ミリの範囲で機能す

るという確認する。ですから、確認申請の図書の中では、法令に規定された安全装置等装

置が、設けられているという確認はできますけれども、それが本当に安全な構造なのか的

確に作動するのかどうかというのは、私ども行政とか、審査機関では審査できなくて、メ

ーカーが全責任を負っているのだということを、明確にする必要があります。これらは全

部告示で分類するということであれば、行政が全責任負っているのかという話にもなりか

ねないので、そこは明確にしていただきたいなと思います。それは、Ｂのところも同様で

ございます。以上です。 
（委員） じゃあ、すみません。今の○○委員のお話で、現地の、行政の側の確認という

のは、最終的に施工してできましたというものの確認という話なので、メーカー側は例え

ば図面を出して、このとおり据え付けもやってくださいといったときに、据え付け誤差み

たいなものの確認というのは、やはり現場ではできにくいのでしょうか。それが結局、安

全を脅かすようなところにくるケースもあると思いますので。 
（委員） 据え付け誤差ですけども、そこまでは現実には見ていなくて、例えば床合わせ

補正装置ですと、作動範囲が７５ミリを超えないかということは見ます。全体の機器の話

は前回ありましたけど、施工者側の責任であって、精度が設計から離れたときは、例えば

かごの走行に支障が出るとかという話になると思いますので、そこまでは、適正に設置を

したということを宣言をしていただくということしかできないと思うのですね。 
（委員） 分かりました。そういう意味では、例えば材料の話についても、それから施工

についても、製造メーカーが担保するというのは、多分設計をするところが中心になって、

施工会社が異なる場合というのが現場で出てきたときに、そこの責任というのもある程度

担保しておかないといけないという議論が別にあるのかなと思います。 
（委員） これは参考になるかどうか。国交省が発注するのは同じで、分離発注で出ます

から、いわゆる建設業法でいうところの元請けさんとかがエレベーター屋さんだったりす

るわけですが、一般の民間工事ではゼネコンの下請けの技術者として入るだけなので、一

応杓子定規に言えばゼネコンが責任を負うことになるわけですけれども、ゼネコンさんは

金輪際エレベーターの中身なんて絶対見ません。決して何も見ません。 
（主査） そうですね。何か、今の話の施工上の問題というのは、免震構造なんかでは、

例えば告示波で設計して、変形量３０センチ確保しなければいけないというのを仮に２セ

ンチ足りないとかですね、あるらしいんですよ。ちゃんとそれは削るなり補強するなりや

るということは聞いたことありますね。お金は、相当かかるらしいですけれども。だから、

そこまでエレベーターの施工精度に要求があるのかないのかというのも、あると思うので
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すね。その性能に直接関わってくるかというところなのかなと思うのですけどね。 
（委員） ちょっとその辺りは整理をしたほうがよいかなという気はいたしました。 
（主査） はい。他にございますでしょうか。その辺りの、どちらかと言うとハードの話

ですけれども。今、いろいろ見たほうがいいという注意点もありましたし、先ほどの○○

委員の冒頭ありました、今までにないような緩衝器の特性を評価するには、どのようにし

ていけばいいかということをまた別途検討しなければいけないですね。 
参考ですけれど、昔、私が１回経験したのは、名前出してもいいのですか、シンドラー

さんのもの、アルミのハニカムなんですね。そういう構造で適切に減衰性能を担保しよう

とすると、多分機械屋さんが今までよくやっていたような強度設計の考え方だと駄目で、

どこで降伏して、どのくらい最終耐力があるかとかいう、どちらかというと建築の構造設

計に近いような概念で適切に評価していかないとまずい。ただ、今、ＪＩＳの規定は、確

か９０秒以内に復帰してというのは、２度目を考えないといけないということがあるので、

弾塑性系のものを使って２回目が本当に大丈夫かということは、試験をやるとか、適切に

やらないといけないとか、いろいろそういう問題は出てくるかと思うのですね。だからそ

ういうところをまずは整理しておくことは大切かなと思います。 
 あと、過荷重検知装置も、私も見たことがあるのですが、ロードセルではなくて、マイ

クロスイッチみたいなものでやっているので、恐らく安全側評価と思うんですね。初期ク

リープでいってしまったら、多分、人が乗ってないのに乗っているということになり、止

まる方向になってしまうので。あと、偏荷重みたいなのですね。 
（委員） そういうことで担保してあれば、別に、さっきの話はＣでもいい、という議論

ですね。 
（委員） 心配は、そのスイッチを取り込んだあと、コンピューターに入れて、そのコン

ピューターで制御しているから、そのコンピューターの入力インターフェースが壊れてい

ると作動しないで、そのまま警報出さないということですよね。 
（日本エレベーター協会） ちょっと１つだけ質問よろしいですかね。 
（主査） はい、どうぞ。 
（日本エレベーター協会） ○○委員が作られたこの資料ですけれども、質問は、Ａ１の

過速スイッチ、ファイナルリミットスイッチと、次のページのＢ２で、スイッチ系統の安

全装置で、制御回路がマイコン式のもので、リミットスイッチ、調整装置とかがあります

けれども、これは構造は違うのですか。これ見ると構造は同じだけれども、取り込んでい

る相手によって、Ａ１と分けたり、Ｂ２と分けたりしていると見えるのですけれども、そ

うではないのですか。 
（委員） Ａ１は、過速スイッチとファイナルリミットスイッチだけですね。 
（日本エレベーター協会） ええ、なので構成は。 
（委員） Ｂ１はそれ以外の安全スイッチです。 
（日本エレベーター協会） 構成は、スイッチを取り込んでマイコンに入れる。マイコン
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で処理をして、マイコンから出力して、例えばブレーキを遮断すると。 
（委員） そういう構成ですね。 
（日本エレベーター協会） 構成としては同じですけれども。 
（委員） 同じです。 
（日本エレベーター協会） その構成は同じだけれども、過速スイッチ、ファイナルリミ

ットスイッチだけは。 
（委員） Ａ１です。 
（日本エレベーター協会） Ａ１にしなければいかんということですね。ということは、

事務局が作られているこの資料を見ますと、資料３－２ですが、先ほどこのファイナルリ

ミットも全部一緒にして、これはＡ１だと述べたところがあった気がしたのですが。そう

いうとこないですかね。質問なんですけど。 
（事務局） 補足をさせていただきますと、ここでＡ１に分類すべきものとしては、基本

的にまず、重大事故を防ぐための最終的な安全装置かどうかというところが前提としてご

ざいます。したがって、全てのスイッチについて、仮にマイコンに取り込んでという話が

出てきたときにＡ１に分類しますということを必ずしも言っているわけではありません。

そこの見方が分かりにくいということであれば申し訳ありません。。 
（日本エレベーター協会） ああ、そうですね。資料３－３ページでマトリックスになっ

ていて、上にＡ、Ｂ、Ｃがあって、縦軸にいろいろ装置があって、このＡの下の保守点検

スイッチとか、頂部／ピット安全確保スイッチが、Ａに分類されているのですね、マイコ

ン演算で行う方法だと。これを、○○委員に確認をしますと、保守点検とか頂部スイッチ

は、マイコンで処理したとしても、それはＢ１の分類でいいということですか。 
（委員） 参考資料１では、Ａ１ではなくて、後ろのＢ２に書いてありますね。これは通

常のお客さんではなく、保守員なので、いろんなことで知っているから、私はそちらにし

ましたけど、一応これも保守員の安全性を考えるとＡ１だという議論があるので、保守員

の安全性についても今後、議論していただければよろしいかと思います。 
（日本エレベーター協会） もし一致するとすると、３－３の資料の中のマトリックスで

すけれども、ファイナルリミットスイッチは、例えばＡ１で、それ以外の、例えば保守と

か頂部とかというものは、例えばＢへ来るということになると、ここの資料と一致するの

ですが、これは違っているのか、一致しているのかということを確認したかったというこ

とです。 
（事務局） そういう意味でいうと、若干、この書きぶりからずれているという形にはな

っています。保守点検を行う方の安全というのをどういうふうに担保するか、それは本当

に重大事故につながるという話になるのかどうかというところが恐らく肝だと思いますけ

れども、昨年度の建築基準整備促進事業の中で、重大事故に特につながるような事象がど

ういうことがあるかということを整理していただいたときに、一応、保守点検事業者の生

命、結構事故が実際に起きているという話もある中で、それはそれで重要なものだろうと
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いう話もあって、一応ここでは、ＡなりＢなりという形で整理をしますよという整理を、

とりあえず叩き台の段階では出させていただいたということでございます。 
（委員） すみません。今の点、少し教えてください。事務局の今の御回答は、ここでは

あくまで労働安全の観点からの基準という位置付けでよいわけですね。今おっしゃってい

る話の重要性というのは、いわゆる一般的な使用者ではなくて、労働安全の話のように思

いますが。保守点検スイッチその他もろもろの重要度が高いという判断そのもののベース

にある考え方というのは、そういうことですね。 
（事務局） もちろん労働安全の考え方も含まれます。 
（主査） はい。ありがとうございます。 
（事務局） よろしいでしょうか。 
（主査） 大体今の３－１からの資料ですね。あ、どうぞ。 
（事務局） まず幾つか、３点ほどお話をさせていただきたいと思います。 
１つは、メーカーの責任でありますとか施工者の責任の部分についてでございますが、

このワーキンググループが、今回は安全装置について特定行政庁が適正に審査できるよう

な仕組みをどういうふうに整えていくかということがまずフィールドにしているところで

して、基本的にここでは、メーカー側の責任などは明記はしておりませんが、当然、建築

基準法に従ったものがメーカーで作られてくるという前提で、その先のことをここで述べ

ているということでございます。 
 一方で、そうは言っても、やはり特行としては、信用せざるを得ないというのは不安が

伴うことがあると、確認審査のときにですね。こういったものは、例えば完了検査でどこ

まで補完するかというようなことしか、今のところは思い付かないのですけれども、完了

検査と建築確認の役割分担のようなものは、まだ十分に課内でも議論がし尽くせていませ

んので、できれば議論した上で、一度御提示をさせていただきたいと思っているところで

す。したがいまして、メーカー側の責任等については、もちろん報告書の中にはしっかり

とその前提として書き込んでいきたいというふうには思っております。 
 あと２つ目、電子制御については、どれが簡単で、どこで複雑かということについては、

もちろんこれからしっかりと切り分けをしていかなければいけないと思っています。まず

は、次回以降、具体的にこのポリシーで切り分けるとこういう形になるけどどうですか、

ということをお示しをしたいと考えていますので、まずはこういう形で切り分け作業を始

めていいかということで、いやいや、別の観点があるとかいうことがあれば、ぜひ教えて

いただきたいというところです。多分そこは資料４にも関わってくるのではないかなと思

います。 
 あと、過荷重検出については実は非常に難しく、一気に金塊をドンと押し込んだら、ズ

ドンとすごい荷重がかかっていくのでしょうけれど、一般的には、１人入り、２人入り、

３人入ってブーって鳴ると。そのブーというものが壊れたら、定員オーバーの１人目ぐら

いから少しずつズルズルズルズルズルと始まります。他の制御器はそのときには機能して
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いる前提で考えますと、戸開走行のほうが、より安全性などをしっかり見るべきと考えら

れるのではないかということで、現在のところは事務局のほうで整理をさせていただいて

いるということでございます。以上です。 
（日本エレベーター協会） 言葉の整理をしていただくときに、はっきりしておいていた

だきたいと思うことは、「重大事故を防ぐ」と書いてある、この重大事故の定義が、資料３

－２のＣとかでは、過速・戸開走行等と書いてあり、この現象が起きたことを重大事故と

いうのか、重篤事故が起きたとき、要するに死亡等が起きたことが重大事故だということ

も、今、話のなかでは出ているので、何を防ぐのかということを明確にしていただきたい

と思います。 
 それから、この評価とかをやるときに、「建築分野と異なる分野の技術で、専門家による」

と書いてある、この専門家とは、どういう人のことを言っているのかと。エレベーターは

割と特殊なことろですねという論議があるのですが、しっかりした考え方の技術者など、

高度な技術者と定義される人が設計しているというところが、専門家と見られるのか、そ

れとも第三者がやることが、これに当たるのですかと。そのときに、その第三者がどうい

う人かということも、できればはっきりしていただきたいと思います。 
 あと、大臣認定のＡの①のところで、先ほどの説明では、調速機の過速スイッチとファ

イナルリミットスイッチの２つだけです、という説明があったのですが、後ろに「等」が

付いているので、この辺りのところが、どこまで含まれると今考えられているのかを、資

料にはっきり分かるように書いていただきたいなと。どこまでを我々製造側で考えなけれ

ばならないのかということがこの書き方では明確ではないので、その辺りをはっきりして

いただきたいと思います。 
 少し別のところの意見になりますが、安全性は製造者の責任という、これはもう当然の

ことだと、自分で作っているものに責任を持ってきっちりやるというのは当然のことだと

思うのですが、ではそれで、今度行政側で審査をされて、かつ、完了検査が終わって、適

法であるという結果が出たときに、それによって責任の分界点が非常に不明確になってく

ると思うのですけれど、そこが今の論議の中では分かりにくいなと思っているので、これ

をやったことによって、責任がどこからどこまでは製造者、どこからどこまでが行政、そ

れ以外はどうなるの、というところをはっきりしていただきたいなと思います。 
 あともう１つは、過荷重検出装置は、例えば予防措置で付けているということであれば、

法令で規定されているという形でもあるのですけれど、そのときに利用者との関係が、必

ず関わってくるので、そこを法令上で行政と製造者だけで責任持つのですか、というとこ

ろも、明確に検討していかなければならないなと思います。以上です。 
（主査） ちょっと難しいところなのかもしれませんけど、他ありますか。 
（事務局） すいません。細かい諸点はまた補佐のほうから説明をさせていただきますけ

れど、まず重大事故についてですが、確かにですね、言葉遣いとしては分かりにくかった

ことは御容赦いただきたいと思います。基本的には生命の危険に累を及ぼす恐れがあると
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いうことで考えております。まずはそこを議論の緒端として、皆様に分かりやすく御提示

をさせていただき、生命の危険が及ぶ恐れがあるかどうかということを基軸として切り分

けをしております。 
 ２つ目は、専門家についてでございますが、まず専門家というのは、所属にかかわらず、

やはりエレベーターに関して専門的・高度な知識を持った方というふうに位置付けており

ます。なお評価ということになりますと、もちろん自主評価というものがあると思います

し、いろいろな形があるとは思いますけれども、基本的には、まずは第三者を念頭に置い

て組み立てています。ただし、実際にこれからの議論の中で、自主、適合宣言のようなも

のをどう取り扱うかということについては、また御議論をいただければと考えております。 
 ３つ目の責任についてでございますけれども、あくまでもそこは、善管義務の範囲の中

で、それぞれが責任を持っていくということに尽きるのではないかというふうに考えます。

以上です。 
（委員） よろしいでしょうか。責任の話に関しては、今回の審査というのは建築基準法

の枠の中の議論をしているわけですから、基準法の中でどういう責任があるのかというの

は、室長がおっしゃったとおりです。しかしながら、通常問題になる民事上の責任という

ことになると、こういったものは、ほとんど行政の責任なんかゼロに近くて、ほぼ製造者

が１００％の責任を負うというのが、製造物の原則じゃありませんかね。 
 それから先ほど、言葉遣いの問題で、「建築分野と異なる技術」を非常に自然に聞いてい

たのですが、よくよく考えてみると、エレベーターの方々も建築分野の技術者かもしれま

せん。そうしますと少し、ちょっと書き方は変えたほうがいいのかもしれませんね。 
（主査） よろしいでしょうか。 
（委員） すみません。今の重大事故の定義に関して。先ほど、他の委員の先生からも話

があったのですけれど、結局、今回の重大事故として、エレベーターを利用する一般の利

用者の方だけではなくて、要するにメンテナンスをやる、要するに製品安全だけではなく、

労働安全の話ももし含むとしたならば、そこは重大事故の中ではっきりさせたほうがいい

のかなと。あと、別に省庁縦割りとか、そういう話ではないのですけれど、もし、メンテ

ナンスの話をやるのであれば、例えば厚労省もやっていますので、厚労省の意見も聞いて

おいたほうがいいのかなと思いました。多分そのほうが明確にできると思いますので。よ

ろしくお願いします。 
（主査） 周辺をちょっと整理していくという必要があると思います。よろしいですか。

少し時間も迫ってきておりますので、先ほど出てきたプログラム関係の議論に移りたいと

思います。こちらに関しては、先ほど御説明ありましたように、４－１以降のところで、

事務局のほうでも整理されていると思いますので、事務局のほうに議論を移したいと思い

ますので、説明をお願いいたします。 
（事務局） はい。そうしましたらお手元の資料４－１と、それから４－２を合わせて見

ていただければと思いますけれども、こちら既にいろいろ議論いただいております、制御
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プログラムの第三者的なチェックというのをどういう枠組みでやるかということについて、

論点のほうを整理させていただいてございます。既に前回、前々回の議論の中でも幾つか

断片的には御意見のほう、いただいておりますけれども、こういったものをなかなか第三

者的にチェックするというのは、実務的にかなり難しいであろうというようなお話をいた

だいております。理由としまして、そこで２点、４－１の冒頭で書いてございますけれど

も、１つは、プログラムコード自体が非常に複雑、かつチェックに膨大な作業を要すると

いうことで、それを第三者的にチェックするというのが余り現実的ではないという点。も

う１つは、通常の運行プログラムについてということでいいますと、特に現場調整という

観点が入ってきて、事前に審査をすると、第三者的に審査をしたものについて、ただ、変

更が出てくるというような可能性もあったりして、これは本当に審査として有効なのかど

うかというような問題が出てくると。こういった論点については、既にいろいろ御提示い

ただいているところです。 
 そういった中で、どんな形で審査ができるかということについて、これも前回提示させ

ていただいた資料を少し修正したものでございますけれども、いろんな段階で整理をして

いただいたというのが次の資料でございます。一番厳しい審査としては、それでも全ての

プログラムコードというのをやはりチェックすべきであろうというような方法。次にアル

ゴリズムとストレステストというのを併用するような方法。３つ目が作成体制の信頼性と

いうのをチェックする方法。最後は作成者の自主性に全面的に委ねるような方法。この４

つが考えられるだろうととりあえず想定しております。 
 前回、前々回、少しお話が出た範囲では、やはり２番目の方法というのが実務的には合

理的な整理方針で、現行の戸開走行保護装置とか、あるいは海外の審査のほうも実質的に

はこのレベルで審査しているのではないかというようなお話もありました。 
 これを前提に、実際に何をどこまで審査するのかなということで、イメージを資料４－

２、これは委員の方、ちょっと実際に物を使っているので、委員の方のみお見せをしてい

る部分ではございますけれども、イメージというのを資料４－２の冒頭のほうで示してい

るということでございます。このようなアルゴリズムとかストレステストの審査というこ

とになりますと、メーカーによって設計思想が異なるというような事情があり、審査の方

法とかポイントを一般化するのは難しい。この辺りは、使われている言葉が非常に専門的

で、個別に理解をしていくと非常に時間がかかる。こういったものを主事等が審査すると

いうのは難しいのかなということを前提に議論のほうを進める形になるのかなと思ってお

りますけれども、その辺り御意見があればいただければなというふうに思っております。 
 先ほどちょっと○○委員のほうからも御指摘があったのと重なるのかもしれませんけど、

ただ、機構が単純なものについては、作動モードの想定というのが容易なので、途中マイ

コン化されているような装置であっても、設置位置を図面で確認して、機能は完了検査等

を用いて確認するということは、一応、そこまではできるだろうと。ただ、その信頼性み

たいなものを求めるということになりますと、これはまた別の形で機能評価が必要だとい
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う議論もあると思っておりまして、その上で、一番厳しそうなものと一番簡単そうなもの

というのを見させていただいて、とりあえずプログラムの審査の方法というイメージを出

させていただきましたけれども、どう線を引くのかということについて、実際の装置を見

ながら、方針や論点について、この場で御議論いただければなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 
（主査） はい。どうもありがとうございました。それでは、先ほどから質問も出てまし

たけれども、こちらの制御プログラムですね。第三者チェックの仕組み等に関しまして、

御質問と、あるいは御意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 
（委員） よろしいでしょうか。 
（主査） はい、どうぞ。 
（委員） 先ほどの安全装置のお話でも同じことなのかもしれないですけれども、まずは

製造者によって安全が確認されているということをどこかで言わなきゃいけないんでしょ

うけれども、先ほど○○委員からも御意見があったと思いますが、現実の建築現場で、竣

工検査とか定期検査のときにできるのは、動作状況の確認というものにとどまるという話

がほとんどだと思います。それが適正なものかどうかということに関しては、出してきた

もの、出されてきたものに、ありますね、と言うことが精一杯であると思います。とする

と、ここに対して、ある種の評価とか信頼性というものを考えるまず第一歩は、自主的な

検査と評価がちゃんとできているのかということに尽きるのでしょうけれども、まずそこ

で問題になりそうなのは、自主評価の客観的な基準があるのかどうかということが大問題

になるわけですが、その辺り、エレ協の立場としては何かございませんか。もしもそうい

うものがある程度存在すると、このプログラムの第三者チェックの枠組みに関しては、重

要なものに関しては②のようなアルゴリズムのチェックとストレステストというようなカ

テゴリーのものがある一方で、一般的なものに関しては規定に適合していることの制限を

確認するという形で、一応整理ができるような気がします。 
（日本エレベーター協会） エレベーター協会のほうから回答をしますけれど、基本的に

設計したもの、それが出荷されるときとか、それから完了検査のときに、それが図面通り

にできている、図面通りというのは両方の意味がありまして、製造図面及び確認申請の図

書ということですね。その２つのところに適合というか、確認申請の場合は適合、製造の

場合は、それのとおりに作ってあるという、それを確認します。それは、いわゆる社内検

査というようなレベルでやるもので、それが行政のところに提出書類よりも多いか少ない

かというのは、それぞれの会社によって異なると思います。少なくとも社内検査がされて

いるのは事実でございます。 
（委員） 例えばエレベーター協会が標準的な安全確認手法というか、チェック手法みた

いなものというのを作る予定はございませんか。 
（日本エレベーター協会） 現時点においては、それありません。その理由は、各社が本

来責任持ってやるべきものであるからです。 
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（委員） なるほど。 
（委員） ちょっとよろしいですか。平成１５年頃だと思いますが、福島の歩道橋で戸開

走行が起きたときに、戸開走行起きないように、ガイドライン的に入力を二重化する等に

ついて考えなさいという、指針のようなものを作られたことがありますね。そういうもの

はないんですか。戸開走行防止のための位置とドアスイッチを二重化する等の、指針のよ

うなものがあったと思います。 
（日本エレベーター協会） ガイドラインで出さなければならなかったときには、そうい

うものを出しますけど、今、○○委員のほうから言われたのは、最終チェックがされてま

すか、ということについては、それを協会のところで基準を作るということはありません、

ということです。 
（主査） はい。○○委員どうぞ。 
（委員） 制御プログラムのチェックに関しては、私も書かれているように２番のピンク

色のところがいいと思いますが、ちょっとお聞きしたいのは、このストレステスト等には、

現場の実地試験のようなものも入っているのであれば、幾つかの最悪条件、幾つかの条件

を考えたテストもやれば、それなりのバグのチェックもできるのではないかなと個人的に

は思っていますが、ストレステストの例を見ると、基盤の環境試験のようなものが並んで

いるので、それだけを考えられているのか、それとも何か幾つかの動作チェックをすれば、

何となくバグのチェックができるので、全くのバグがチェックできないようなことが書い

てありますけども、それは大丈夫ではないかなと個人的に思います。 
 恐らく、あとは、戸開走行保護に関して言うと、制御プログラムではなくて、インター

フェースの二重化とか、いろいろ他の入力に関する厳しさもあるんですけれども、他の、

アルゴリズムはないけれども、マイコン利用しているやつに対して、その二重化等を要求

するのかどうかということが、ひとつポイントになってくるのかなと思ってまして、そこ

を要求しないのであれば、もう完全にそのまま、Ｂ若しくはＣでかまわなくてよい。その

辺りだけかなというふうに個人的には思っております。 
（主査） どうでしょう。他にございますでしょうか。今の○○委員の御意見に対して何

かございますか。 
（委員） まず第三者チェックをやるということを言ったときに、ここでは言うべきこと

は、何をチェックしたのかということを、やはり明示して言ってやらなきゃいけないと思

います。したがって、②のような形で議論すると、ストレステストの中身っていうのは何

をどこまでやったのかと言わなければいけない。一方、プログラムの一般論として、バグ

の存在というのは原理的に避けられなくて、それに関しては、製造者が責任を負うべき話

であるという話に関しては、これもあらかじめ併せて公開しなければいけないでしょうね。 
（委員） １点だけ。お２人の意見を踏まえてなんですけれども、現場でこの制御プログ

ラムの動作チェックをしたときに、意図したとおりというか、要するに止まりましたとか、

安全に制御できましたというのは、基本的にはメーカー側がある程度推測というか、想定
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している。例えば、動作範囲内ですとか、そういうものが設計上もある程度想定されてい

る、あるいは計算されているわけですから、当然その中で、きちんと想定された範囲内で

作動しているかというチェックも同時に必要だとは思うんですけど、その辺りは、行政の

方たちがちゃんと見切れているのかというところは、ちょっと整理の必要があるという気

はしています。 
（主査） はい、どうぞ。 
（委員） 行政のほうでは、基準法に基づいた安全装置の設置と、その作動が確実である

かどうかということをチェックをしているわけであって、制御盤の中にある基板のプログ

ラムにバグがあるかどうかというところまでは、到底チェックができません。 
（委員） それはおっしゃるとおりです。 
（委員） それは、先ほど、製造者の中で責任を持ってやっていただく。そのために各社

がいろいろ自主検査として、バグの検査をやったりされているのではないかというふうに

思っています。仮に、特庁や検査機関で制御盤の中のストレステストまで、完了検査のと

きに行えといったときに、これはちょっと耐え切れません。そのような専門家もおりませ

ん。 
（委員） 分かりました。ありがとうございます。正にそれを伺いたかったわけで、です

から言いたいことは、製造者の側で、ある程度想定済みと言うか、当然、設計の中でそれ

をやっているわけですから、その辺りは、Ｃの部分に入れちゃっていいものと、やはりＢ

で見直すというところを、この辺りで切り分けたほうがいいのかなということだけです。 
（委員） よろしいでしょうか。今の各先生の話に関連してなんですけど、ちょっと分か

らなかったのは、エレベーターの場合に、そもそも安全関連部分と、非安全関連部分とい

うのは、はっきりまず分けるということは可能なんでしょうか。そうしたときに、もし安

全関連部分が切り分けられる場合に、多分世界のどこでも、その安全関連部分の中を第三

者がチェックしてバグを見つけて、ということは、どこも多分やってないと思います。そ

うしたときに何をやるかというと、仮に、この装置やユニットの中でエラー・故障・バグ

が起きたとしても、それが事故や災害に至らないという、そこをチェックするのが、実は

目的だと思うんですよ。決してバグそのものを見つけることっていうことは、私もソフト

ウェア技術者は以前やっていましたから、よく分かっているんですけど、絶対に不可能な

ので。そういう発想に立ったときに、第三者が、仮にこの装置の中で何らかのエラー・ミ

ス・バグ・故障が起きたときでも、これが事故に至らないということをチェックできる、

そういう情報が提供していただけるかどうかということが実は一番大事ではないか。そこ

はやはり、特定行政庁でそこをやるというのは、絶対無理で、私も実際の監督署で検査を

やったことある。やはり外観、外形的事実のみが限度だろう。十分お分かりと思うんです

けど、そういう視点で検討するのが必要じゃないかと、感じております。 
（主査） どうですか。○○委員、何か。 
（委員） 先ほどのエレベーターの安全回路が区分けできているかと言いますと、区分け
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できているところもあるし、それ以外に区分けできていないいろんな安全装置があります。

それを運転制御プログラムの中に既に盛り込まれており、それを今区分けしなさいという

ことをお願いしたとしても、多分無理だと思います。今回、その辺りの話をどうするか。

この、資料４－１の一番下のところに書いてあるところですね。通常運転プログラムの中

に今回の議論の安全装置のスイッチも入ってますので。それを第三者でそこを見ろとなる

と、その区分けも含めて、認定したら、そのプログラムを固定しなきゃならないというこ

ともあるので、難しいのかなと思っております。 
（主査） 他にございますか。どうぞ、○○委員。 
（委員） 今の、○○委員がおっしゃった、バグがあったとしても不具合な動きをしない

というところのチェックというのは非常に重要な部分であって、例えば医療用の器具など

のチェックというのは結局この部分しかしていないように思います。ただこれを実施する

となると、実は装置の洗いざらいを吐き出してもらわないとできないということが言われ

ていて、そういう意味では、テュフ等の認証を受けると、ノウハウが筒抜けになってしま

うので困るという話を随所に言われているわけですけれども、エレベーターの審査におい

て、全くテュフがやっているようなことを同じようにやるというのは、２年ほど前、プロ

ジェクトをやったときに議論したことあるんですけど、費用的にも資金的にもほとんど論

外かなというものだったと思います。そういった議論を踏まえて、今の②のようなところ

の話で落ち着いていると思います。冒頭おっしゃった、不具合な動きをしないということ

に関しては、これはメーカーが責任を持ってやるべき話であるという前提を置いた上で、

やはり議論をするんですかね。 
（日本エレベーター協会） 不具合な動きをさせないということは非常に難しいです。だ

から異常になったことを見つけて止めるということが大事だと思います。だからファイナ

ルリミットスイッチがあったりガバナーがあったりするわけです。必要なものを確実に見

て、遮断をするというところをきちっと見るということだと思います。 
（委員） そうです。だから事故や災害に至らなければ結果としていいと思います。 
（事務局） ちょっとよろしいですか。いろいろ御意見いただきましてありがとうござい

ます。先ほど○○委員、そして○○委員のほうからお話があった、エラーとかミスとかバ

グがあったときに事故が起こらないようにというのが、これが至上命題だろうということ

で、そこを考えるべきではないかという御指摘で、そういった意味では、当方の事務局と

しても、そういった考え方で整理をしていきたいというふうに考えているところです。そ

のときに、そのプログラムのチェックだけでは、やっぱり十分に分からないところがある

し、やっぱり人間の見識を超えたような、チェックする人にも、能力の差というのはやっ

ぱりどうしてもありますので、必ずしも十分にプログラムをチェックできないことも想定

される。もちろん、一生懸命はやっていただくことにはなると思うんですが。そのために

やはりその実証というのも、実際にストレスをかけて、ちゃんとその初期のとおり動くか

というような、そのフィージビリティースタディも必要であろうと。そして更には、多分、
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やっぱり組み立てものですので、最後組み立てた後にちゃんと動くかというようなことの

チェックも必要だと思います。そういった意味で、認定、特に前者の２つにつきましては、

特にそういったことが必要だからこそ、認定という仕組みが必要ではないかということで、

今回御提示をさせていただいている次第でございます。 
（委員） 今、ちょっとお話の中にあったときに、プログラムのチェックを頑張ってして

いただくというようなお話が少し出たんですけれども、例えば戸開走行に関してはプログ

ラムの中身なんて全く見てなくて、アルゴリズムしか見ておりません。アルゴリズムのこ

とだと思ってよろしいでしょうか。 
（事務局） そうです、アルゴリズムです。申し訳ありません。 
  
（主査） どうでしょうか。だいぶ方向性というか、どういうところを見ていけばいいか

というのが、だいぶまとまってきたと思います。 
（委員） ひと言だけちょっと、今のお話で。私、プログラムを見る必要があるというこ

とではなくて、むしろ、プログラムを見なかったとしても、きちっと事故や災害を防止で

きるような仕組みがちょっと大切だなというふうに申し上げている。現実、プログラムを

見ることはちょっと不可能だと思いますので。ただ、そのためには設計思想はきっちり把

握しておく必要があるだろうと思います。 
（事務局） すみません、○○委員の御指摘のように、私が先ほどの発言で申しましたプ

ログラムというのは、全てアルゴリズムと置き換えてお考えいただければと。申し訳あり

ませんでした。 
（委員） ２番目のＢをやるにしても、１００％これで安全だという言い方はやはりしな

いほうがよくて、この範囲は認定しますという認定の考え方を整理したほうがいいと思い

ます。 
（主査） 認定範囲の明確化ということですかね。 
（委員） そうですね。明確化です。 
（主査） はい、どうでしょう。だいぶ意見は出てきたかなと思いますので、今のところ

を少しベースにして、これをちょっとリファインしていくほうがいいかなと思います。そ

れでは、まだもう１つ資料がございましたので。資料５ですかね。５の説明も少ししてい

ただけるといいかなと思いますので、お願いいたします。 
（事務局） それでは資料５のほうを開いていただきまして、こちらの説明をさせていた

だければと思います。これは、今までの装置の分類とか審査の方法という話から、若干変

わってきますけれども、審査方法の枠組みの中で検討すべき、整理すべき点ということで

２点提示させていただいております。この安全装置の審査に係る制度の組み立ての部分に

ついては、最終的には行政側の検討課題かなというふうに認識しておりまして、報告ベー

スの内容というふうな認識もしておりますけれども、それぞれの立場から読んでいただい

て、実務上の課題等御意見があれば、この場で御指摘をいただければというふうに思って
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ございます。 
 議論の対象としているのは、主に告示等をまずベースに主事等が判断すべき安全装置、

先ほどの分類ではＢに該当するような装置ということですけれども、こうした規定の明確

化に合わせて、審査の枠組みというのをもう少し合理化できないかというようなことも考

えてございます。 
 まず１点目は、型式適合認定の有効活用による審査の合理化の取組ということで、現行

エレベーターに係る型式適合認定については、エレベーターのシステム全体をパッケージ

で認定するという枠組みにとどまっており、装置ごとに認定を行う枠組みというのはござ

いません。例えば安全装置の一部が変更になった場合に、認定の取り直しの影響は広範に

わたるというような事情もあるとか聞いており、事実上はホームエレベーター等を除いて

は、この型式というのは余り活用されていない実情があると聞いてございます。 
 ということを踏まえまして、工業製品としての要素が強く、かつ独立した装置として安

全性の機能審査が審査できるような安全装置というのがもしあれば、それを型式適合認定

の対象とした上で審査の合理化を図っていくということも可能ではないか。これをちょっ

と検討事項として方針を提示させていただければと思ってございます。 
 それから併せてという形になりますけども、２点目ですけれども、これも第三者審査に

よる性能評価の在り方ですけれども、主事等が審査をするという枠組みをもう少し法制度

の中で明確化できないかということ。現行の省令の中で、安全装置の検証に係る資料とい

うのは、確認申請時に提出させるということですね。省令の中で、確認申請時に提出する

書類というのを列挙をしてございますけれども、その中で、安全装置の検証に係る資料、

これは具体的にもう少し詰める必要があると思いますけれども、提出するルールを明確化

できないかと。現行でも、大手メーカーさんを中心に、第三者機関による自主評価の活用

というのは一部の安全装置について行われているというふうにお伺いしておりますけれど

も、こういった既存の枠組みなどを活用しつつ、審査の役割分担というのを、もう少し明

確化していけないかと考えております。これは、他の制度と並びというのもありますので、

本当に法制的に整理できるかどうかということは、これから内部的にも議論していかない

と駄目なんですけれども、方向性として、とりあえず御提示をさせていただければという

ふうに考えてございます。 
 特に、安全装置のうち、従来からあるような安全装置の部分につきましては、比較的、

生産体制としても一般化しているし、それから審査の方法としてもある程度一般化できる

のではないかということで、こういった審査の合理化というところに比較的そぐうのでは

ないかなといった印象を受けてございます。詳細はこれからもっと詰めていく形になりま

すけれども、この辺りについて現時点で想定されるような課題とか、あるいは御提案等ご

ざいましたら、ぜひ御意見のほうを賜れればというふうに考えております。 
（主査） よろしいですかね。どうもありがとうございます。資料５を御説明いただきま

したけど、いわゆる安全装置の審査に係る制度の組み立て方についてということですけれ
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ども、御意見・御質問等ございますか。○○委員、お願いします。 
（委員） ①、②は両方とも動かすという発想でお書きなんですね。 
（事務局） とりあえずは並行して。並行して議論できるものだというふうに考えていま

すので。 
（委員） それで、先ほど室長からも少し話しありましたが、自主評価とか自主認定のよ

うなものを、どこかで活用するような枠組みというのは、特にお考えではないですか。 
（事務局） 最終的にはここで今、特に②番のほうの話になると思いますけれども、自主

評価自体は、自主評価というのは、第三者機関が評価するというような位置付けだと思い

ますけれども、それを活用して、それをベースに最終的に、これは主事さんのほうで見て

いただく際の参考にするというような考え方です。 
（委員） 分かりました。ここで第三者に限定する理由というのを少し整理したほうがい

いと思います。大臣認定等の仕組みでは第三者が評価するようになっている。それは当然

のこととして議論すればいいと思いますが、申請図書に添付する書類として考えるのであ

れば、別に第三者機関である必要もなくて、十分に客観的な評価基準が完成されているの

であれば、それはもう自主評価でもよいのではないでしょうか。 
（日本エレベーター協会） 自己宣言とかですか。 
（委員） はい。 
（日本エレベーター協会） 自己宣言という意味の。 
（委員） はい、そうです。 
（委員） ただ今のお話しは、自主評価を第三者機関で評価するということと理解しまし

たが、現在、自主評価書は確認申請に添付する場合かあり、その際には建築主事等が参考

として見てますが、建築主事等が見たときに、その内容が分かるかとなると、多分分から

ないと思います。ただ、自主評価というお墨付きが添付されているということで確認に当

たっては問題がない思われています。では、自主評価という図書が、基準法施行規則で確

認申請の添付を定めた第１条の３位置付けられておらずで、どういう扱いにするのかとい

うことが明確ではないです。そこをやはり明確にしたうえで、それがあれば十分機能を満

足し得るということで、特庁や審査機関では、自主評価の範囲について審査が不要である

など自主評価の取り扱いを明確にをしていただく必要があるのではないかと思います。 
（主査） はい。 
（事務局） 自主評価について、本当の意味では、ここでいう自主評価というのは、それ

ぞれの検査機関が行っている自主評価という意味で考えておりまして、先ほどの、いわゆ

る製造者として行う自主評価というのをどう取り扱うかということについては、こう考え

ています。１つは、製造者そのものが行う自主評価というのは、先ほど来御意見をいただ

いておりますように、製造者責任そのものとどう切り分けるかという問題がございまして、

正直言って、そこまで立ち入ってロジックを作り上げる自信はございませんので、現在の

ところは、第三者機関による評価というスキームを、まずは御議論いただきたいというふ
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うに考えております。 
 なお、ここの２ページ、資料４－１でも書いていますとおり、品質管理体制、要するに

機関認証ということは、そのオルタナティブズとしてはあり得るかと思いますけれども、

そこにも何がしかのやはり第三者の評価、それが適正かどうかということの機関認証とい

う方法もあるかとは思います。方法としてはですね。ただ現時点では、今は第三者評価と

いうこと、ここで書いている自主評価というのは、第三者機関による評価をベースに、今

検討していると、御議論いただきたいということと、あとは全く何もない形での自主評価

ということになると、そういう製造者責任そのものとの切り分けが、なかなか難しいのか

なというふうに考えているということで御理解をいただければありがたいなと思います。 
（委員） お考えは分かりました。ただし、２０００年以降、電気事業法、水道法、その

他もろもろ実は自主認定の世界に入ってまして、これは製造者責任との関係というのは、

それなりに整備されたものかと思われますので、これは少し参考になるのではないかと思

います。ちなみに、水道法の自主認定というのは、実は余り動いてなくて、自主認定した

ものを信じてくれる人は余りいないことから、いまだに第三者認証が主流です。 
（事務局） ちなみにＪＩＳでも何か実行宣言方式というのがあるということでお伺いし

ています。そういったことも参考にしながらしっかりと研究していきたいと思います。 
（日本エレベーター協会） 資料５のところで提案されている①、②を実行したときに、

もともと課題になっていた確認申請のところがどういう形態に変わるのかというのが、よ

く見えません。そこを明確にしていかないと、この形で進んでいいのかどうかというのは

分からないように思いますが、いかがでしょうか。 
（事務局） できたら問題認識を教えていただくと、我々もそういったところに注視もで

きますし、議論もしやすいのではないかなというふうに思いますけど。できれば御披露い

ただければありがたいなというふうに思います。 
（委員） 例えばＢのうち、これは型式でいいですよと、この項目は自主評価を取ればい

いですよと、Ａに関しては全部大臣認定取りなさいとか、そういう分類分けと、やらなき

ゃならないことをはっきりさせてくださいというお話だと、私は思います。そういう意味

では、何回か出ていますように、第三者評価機関の自主評価に対してのどういう扱いにす

るのかというところが、○○委員もおっしゃっていましたけど、はっきりまだしていなく

て、どうやらそれは自治体によっても、要求するかどうかの基準が統一されていないので

分からない。メーカーとしては、前、ある自治体では何もなくてオーケーだったのに、あ

る自治体では持っていかなきゃならないとかですね、そんなことが現状として起こってい

るはずなので、ここはもう第三者評価機関の自主評価が取れればこの代わりにしていいで

すよ、とか、そういう最後のつながりのところをしっかりアウトプットとして出してほし

いという意見だと判断をしました。 
（事務局） 了解しました。まず、その対象について言いますと、全ての装置を本当に対

象にしてよいのかどうかというところは、これは議論があるかなというふうに思っていま
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して、恐らく一般的に評価制度というのがある程度統一的に取れるものでないと難しいだ

ろうという話がある。それで、例示的に、特に調速機とか非常止め装置とか緩衝器であれ

ば、これは現行の枠組みなども参考にしつつ、ある程度明確化できるのではないかという

ふうに考えているところでございます。 
 それから第三者評価の取り扱いをどうするかというところについては、これがうまくい

くかどうか内部的に議論をしないと整理ができない部分はあると思うんですけれども、も

しやるのであれば、恐らくこのレベルの話というのを法制的に整理をするとなると、もう

少しきっちりした体制をとらないと駄目だと思いますので、運用レベルでそこの部分、し

っかり審査してくださいねということを、何らかの形で統一的に進めていくということだ

とは思っています。もし、要は第三者評価機関に法的な役割というのを明確に置く、まあ、

１番の型式であれば別ですけれども、２番の第三者評価とのはなかなか難しいので、そこ

は運用レベルでできるところからやっていこうというような取組だというふうに御理解を

いただければなというふうに思うんですけれども。 
（主査） はい、分かりました。どうでしょう。他にございますか。よろしいでしょうか。

そうしますと、○○委員のお話からも出てきたんですけど、基本的にはその資料、最初の

３のところのこの全体の考え方といいますかね、これからこういう検討の仕方で固めてい

くということに関して、山ほど意見が出たので、なかなかここでひと言で整理するのは難

しいと思うんですけど、どうしますか。ここで整理項目も入れますか。 
（事務局） 今のは資料５についてということでよろしいんですか。 
（主査） もう、資料５は終わりかと思いますので、全体で。資料５も結局は最初の３か

らの考え方で出てくるというところもあったので。まず資料５はよろしいですか。 
（事務局） 資料５については今回初めてお示しをする資料でございまして、ここで結論

というよりは、今、先生におまとめいただいたように、これからこういったことを実は事

務局として考えていきたいので、前広・幅広に、この場ではないので、御意見をいただけ

ればということで、エレ協さんからも、いろいろとこういうことを考えていくので、いろ

いろ知恵貸してくださいというふうなメッセージでお捉えいただければ、非常にありがた

いかなというふうに思っています。 
 あと、ちょっと１点だけすみません。議論を収斂させる前に１つだけ労働安全について

ちょっとお話をさせていただきます。先ほどは言葉足らずで申し訳ありませんでした。労

働安全というのは、およそ労働契約下にある労働者の安全を、エンプロイヤーがどういう

ふうに確保するかということになっています。一方で、基本的に建築基準法の中で、いわ

ゆる作業員、エンプロイヤーであろうが、エンプロイーであろうが、それにかかわらず、

およそそこに作業する人ということで幅広く捉えて、その安全性ということでございます

ので。そういった意味では、労働安全の観点も、もちろん含まれますけれども、基本的に

はそういうことで幅広い概念で捉えて、その安全性の確保ということで考えているという

ことで、少しだけ補足をさせていただきたいと思います。 
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 ただし、先ほど○○委員からも御指摘があったように、必要なところについては、もち

ろん調整をさせていただき、御示唆いただいたように調整をさせていただきたいというふ

うに思います。 
（主査） そうですね、はい、ありがとうございました。どうもコメントもありがとうご

ざいました。方向性。今、事務局のほうからも出てきたことも含めて、今日出てきたこの

３の資料一式ですね。この方向性について、これで大体方向性としてはいいかということ

が問題だと思うんですけれども、ベースとしてはこういった方向性でまとめていくのが極

めて効率的ですし、いいのかなとちょっと感じているんですけれども、いかがでしょうか。

よろしいですかね。方向性としては、これをベースにして。今日いろいろ意見が出ました

ので、ここで全部挙げるのは大変かと思うので、議事録か何かを整理したときに、漏れが

ないかどうか、確認させていただいて、この方向でいくということをお認めいただいたと

いうことにさせて、次のステップに進みたいと思います。 
 それでは、それが認められますと、今の資料５のお話も含めて、一応議事としては用意

したものというのは終了しておりますけれども、何か総合的にございますでしょうか。ま

だ少し時間がありますので。 
（委員） １点よろしいですか。今日の議論の中で、制御プログラムの中まではなかなか

審査ができないという認識を私は持ちました。何度も申し上げていますが、第１回委員会

で社整審の答申資料がありその中で、昇降機等の審査では、制御装置や制動装置が安全に

作動するよう電子回路等の電気的な中身まで全部チェックすることになっているという記

載がありましたが、そうすると、この部分というのは、限定されているという認識を持ち

ましたが、それでよろしいでしょうか。 
（委員） 安全のためという。 
（主査） 安全運転をするということなので。 
（委員） もう壊れる、エラーがあるという前提で、それをバックアップするものを考え

ましょうという認識をしているんです。 
（委員） ということでよろしいですよね。 
（委員） はい。 
（主査） 今のところ、そんな感じですね。他に何かございますでしょうか。私も１つち

ょっと。少し外れちゃうんですけど、この３－１の資料ございますよね。一番最初の、全

体の枠組みで、今後一体その系の建築基準法とか、いろいろ他の、ヨーロッパのＩＳＯと

かの関わり合いというのがこれから問題になってきているんだと思うんですけれども、こ

の３－１の表の下のほうへといくと、仕様を創設的に規定とか、性能基準及び検証方法を

規定するとか、その右側に、できるところは専門分野の規格・基準であるＪＩＳといった

ような、ＩＳＯと読み替えてもいいと思うんですけど、引用して、そこに法律の中から呼

び込みをするなんていう動きは、もう前々から検討が始まっていると思うんですけど、現

時点ではＪＩＳもまだ未完で、ＴＳが出てからもう何年かたっているんですけれども、そ
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れもしかも全体を網羅しているわけではなく、ＩＳＯの国内の審議会、エレベーター等に

関わる審議会というのもあるんですけれども、まだなかなかうまくそれが日本のＪＩＳ化

にどういうふうに関わっていくかということは、なかなか審議できてない。いずれそこの

辺りが非常に問題になってくる可能性があるんですけど、これもやはり、これ、ＪＩＳっ

ていうと経産省になっちゃうんですかね。国交省のほうとしても、本当はやはり建築基準

法との絡みも含めて、最終的にどういう形であるべきかというのを、少し検討するという

ような体制がないと、ちょっと難しいかなという気もちょっとしているんですけど、その

辺りはどんな感じなんでしょうかという、ちょっと質問なんですが。はい、どうぞ。 
（事務局） ＪＩＳについては、先生のおっしゃるとおり、ＩＳＯの動きと連動して、エ

レ協さんのほうでも御検討なされるというふうには承知しております。ただ、多分そこは、

多分に国際的な戦略等も含めてお考えになっているんじゃないかなというふうに思います

が、確かにここの資料３－１の「ＪＩＳを引用して規定」のところで、建築基準法とどう

いうふうにやっていくか、リンクさせていくか、そして、あるいはそういったエレベータ

ー自身の技術発展・展開みたいなものを、どういうふうにサポートしていくかという観点

も含まれようかと思いますので、そういった意味では、特にそこについて、安全装置に関

して言うと、ＪＩＳというのは重大なミッションを帯びてくるということもございます。

そういった観点から、またエレ協とも御相談をさせていただくことになると思いますけれ

ども、今回の積み残しの議論を含めて、次回に考え方なりを一度御提示をさせていただけ

るとありがたいなというふうに思います。 
（主査） はい、どうもありがとうございます。それでは、他にもしないようでございま

したら、事務局のほうに進行をお返ししたいと思いますので、よろしくお願いします。 
（事務局） 本日長時間にわたり、いろいろと御審議をいただきありがとうございました。

今回特に、資料の大まかな部分については御了解いただくとともに、細かい文言の部分に

ついては、これからまた、ワーキングとしての取りまとめを行い、部会に上げるというよ

うな流れの中、あるいは法的にここをどう拾っていくかという議論をする中で、もう少し

詰めていかないといけないというようなお話もいただきましたので、本日の議事録とか、

あるいは議事概要という形でまとめていただく際に、ちょっと留意しつつ御提示のほうさ

せていただければと思っております。これはまた照会させていただいた上で、最終的には

公表という形になりますので、チェックのほうをよろしくお願いしたいと思います。 
 それから事務的な話ですけれども、本日の配布資料のうち、資料４－２の一部と、それ

から参考資料２，参考資料３については回収ということで、ちょっと個別の装置の内容に

ついて踏み込んだ話がございますので、お手元に残していただく形で対応いただければと

思います。そういった、また、公表に問題があるような資料、もしお気付きの点がござい

ましたら、後ほどお知らせいただければと考えてございます。 
 次回ワーキングは１２月１５日月曜日１０時から１２時ということで、とりあえずセッ

トさせていただいております。正式にはまた追って御案内申し上げますので、御確認のほ
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う、よろしくお願いしたいと思います。以上をもちまして、本日のワーキング、早いです

けれども、終了させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
 


